
令 和 ３ 年 度 

宮城県後期高齢者医療広域連合 

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 

歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見 書 

宮城県後期高齢者医療広域連合監査委員 



 



 

 

 

目    次 

 

第１ 審査の対象     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

第２ 審査の期間     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

第３ 審査の方法     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

第４ 審査の結果     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

１ 決算の総括    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

２ 一般会計     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

       (1) 概況      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

(2) 歳入      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

(3) 歳出      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

３ 特別会計     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

       (1) 概況      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

(2) 歳入      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

(3) 歳出      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

４ 財産の状況    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

５ むすび      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

 

凡   例 

１ 比率（％）は，原則として計数ごとに小数点第２位未満四捨五入とした。

したがって，構成比率の合計が 100とならないことがある。 

２ 各表中の符号等の用法は，次のとおりである。 

 (1) 「 ― 」：該当数値のないもの 

 (2) 「0.00」：該当数値はあるが，表示単位未満のもの 
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令和３年度宮城県後期高齢者医療広域連合 

一般会計・特別会計歳入歳出決算に関する審査意見 

 

第１ 審査の対象 

令和３年度 宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計・特別会計歳入歳出決算 

 

第２ 審査の期間 

令和４年６月１５日から７月１日まで 

 

第３ 審査の方法 

広域連合長から提出された「令和３年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書」及びその附属書類

について関係法令に準拠して調製されているかを確認し，それらの計数を会計管理者所管の諸帳票

及び担当課から提出された決算資料等と照合するとともに，担当課長から説明を聴取し，さらに例

月出納検査の結果を踏まえて実施した。 

 

第４ 審査の結果 

審査に付された一般会計・特別会計歳入歳出決算書及び附属書類は，いずれも関係法令に準拠し

て調製されており，それらの計数は関係諸帳簿と符合し正確であり，予算執行状況についても適正

であると認めた。 

決算の概要及び意見は，次に述べるとおりである。 

 

 １ 決算の総括 

   一般会計・特別会計歳入歳出決算総括は，第１表に示すとおりである。 

決算総額は歳入 273,873,731,792円（一般会計 742,021,106円，特別会計 273,131,710,686円），

歳出 266,952,622,871円（一般会計 664,067,494円，特別会計 266,288,555,377円）で歳入歳出差

引額は 6,921,108,921円（一般会計 77,953,612円，特別会計 6,843,155,309円）となっている。 

   歳入の収入率は，予算現額に対し 99.47％（一般会計 100.00％，特別会計 99.47％），歳出の執行

率は，予算現額に対し 96.95％（一般会計 89.50％，特別会計 96.97％）となっている。 

 

第１表 一般会計・特別会計歳入歳出決算総括表 

（単位：円・％）   

会 計 別 予 算 現 額 決　算　額 予算現額との比較
予算現額に
対する比率

歳入総額 Ａ 742,006,000 742,021,106 15,106 100.00

歳出総額 Ｂ 742,006,000 664,067,494 △ 77,938,506 89.50

差引額 （Ａ－Ｂ） Ｃ 0 77,953,612 ― ―

歳入総額 Ⅾ 274,599,969,000 273,131,710,686 △ 1,468,258,314 99.47

歳出総額 Ｅ 274,599,969,000 266,288,555,377 △ 8,311,413,623 96.97

差引額 （Ｄ－Ｅ） Ｆ 0 6,843,155,309 ― ―

歳入総額 Ｇ 275,341,975,000 273,873,731,792 △ 1,468,243,208 99.47

歳出総額 Ｈ 275,341,975,000 266,952,622,871 △ 8,389,352,129 96.95

差引額 （Ｇ－Ｈ） Ｉ 0 6,921,108,921 ― ―

区　　　分

一般会計

特別会計

総　　計
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 ２ 一般会計 

  (1) 概況 

    一般会計の決算状況は，第２表に示すとおりである。 

    予算現額 742,006,000円に対し，決算額は歳入 742,021,106円（前年度比 0.62％増），歳出 

   664,067,494 円（前年度比 0.66％減）で，歳入歳出差引額は 77,953,612 円（前年度比 13.06％

増）となっている。 

    翌年度に繰り越すべき財源がないため，実質収支も同額で，77,953,612 円の黒字となってい

る。 

 

第２表 一般会計決算収支状況 

（単位：円） 

区     分 令和３年度 令和２年度 増 減 額 

歳入総額 Ａ 742,021,106  737,444,072  4,577,034 

歳出総額 Ｂ 664,067,494  668,493,108  △ 4,425,614 

差引額 （Ａ－Ｂ） Ｃ 77,953,612  68,950,964  9,002,648 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 0  0 0 

当年度実質収支 （Ｃ－Ｄ） Ｅ 77,953,612  68,950,964  9,002,648 

 

  (2) 歳入 

    款別の歳入決算状況は，第３表に示すとおりである。 

    予算現額 742,006,000円に対し，決算額は 742,021,106円で，予算現額を 15,106円（0.00％）

    上回り，前年度の決算額と比較し 4,577,034円（0.62％）の増となっている。 

 収入未済額は 0円である。 

 

第３表 款別歳入決算状況 

分 担 金 及

び 負 担 金

742,021,106 100.00 0.62 737,444,072 100.00 △ 6.61 4,577,034

年度別

款別

1

令和３年度

638,231,000 86.01 △ 0.11

令和２年度

増 減 額

（Ａ）－（Ｂ）

決算額

（Ａ）
構成比

対前年度

増 減 率

決算額

（Ｂ）
構成比

対前年度

増 減 率

638,965,000 86.65 △ 2.15 △ 734,000

2 財 産 収 入 9,262 0.00 7.97 8,578 0.00 △ 74.66 684

3 繰 入 金 34,737,000 4.68 △ 4.00 36,184,000 4.91 44.81 △ 1,447,000

4 繰 越 金 68,950,964 9.29 10.81 62,225,397 8.44 △ 44.19 6,725,567

0.01 △ 11.305 諸 収 入 92,880 0.01

（単位：円・％）

31,783

合 計

52.02 61,097
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第１款 分担金及び負担金 

市町村別の負担金状況は，第４表に示すとおりである。 

決算額は 638,231,000円で，前年度と比較し，734,000円（0.11％）の減となっている。 

歳入総額に占める構成比は 86.01％である。 

 

第４表 市町村別負担金状況 

（単位：円・％）

市町村名 負担金額 構 成 比 市町村名 負担金額 構 成 比

仙 台 市 249,546,449 39.10 柴 田 町 11,254,516 1.76

石 巻 市 41,735,818 6.54 川 崎 町 4,279,369 0.67

塩 竈 市 16,986,116 2.66 丸 森 町 6,106,025 0.96

気仙沼市 21,065,397 3.30 亘 理 町 10,437,617 1.64

白 石 市 11,452,269 1.79 山 元 町 5,596,967 0.88

名 取 市 19,676,879 3.08 松 島 町 6,167,485 0.97

角 田 市 9,918,629 1.55 七ヶ浜町 6,539,067 1.02

多賀城市 16,361,275 2.56 利 府 町 9,642,386 1.51

岩 沼 市 12,275,311 1.92 大 和 町 8,235,500 1.29

登 米 市 24,018,769 3.76 大 郷 町 4,118,155 0.65

栗 原 市 22,805,487 3.57 大 衡 村 3,324,337 0.52

東松島市 11,862,818 1.86 色 麻 町 3,666,003 0.57

大 崎 市 35,311,090 5.53 加 美 町 8,574,721 1.34

富 谷 市 12,511,999 1.96 涌 谷 町 6,341,576 0.99

蔵 王 町 5,317,305 0.83 美 里 町 8,733,203 1.37

七ヶ宿町 2,344,338 0.37 女 川 町 3,846,305 0.60

大河原町 7,726,078 1.21 南三陸町 5,607,262 0.88

村 田 町 4,844,479 0.76 合　　計 638,231,000 100.00
 

 

第２款 財産収入 

決算額は 9,262円で，すべて基金に係る預金利子となっている。 

 

第３款 繰入金 

決算額は 34,737,000円で，前年度と比較し，1,447,000円（4.00％）の減となっている。    

歳入総額に占める構成比は 4.68％である。 

決算額の内訳は，標準システム運用事業及び予備費の財源とするための基金の取崩し分となっ

ている。 
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第４款 繰越金 

決算額は 68,950,964円で，歳入総額に占める構成比は 9.29％であり，前年度の歳入歳出差引

額と同額となっている。 

 

第５款 諸収入 

決算額は 92,880円で，内訳は，預金利子 26,146円及び雑入 66,734円となっている。 

 

 (3) 歳出 

款別の歳出決算状況は，第５表に示すとおりである。 

予算現額 742,006,000 円に対し，決算額は 664,067,494 円で，執行率は 89.50％となっている。

前年度の決算額と比較し 4,425,614円（0.66％）の減となっており，執行率については，前年度よ

り 1.14ポイント下回っている。 

不用額は 77,938,506円で，前年度と比較し 8,915,614円（12.92％）の増となっている。不用額

の生じた主なものは，民生費 55,860,268円となっている。 

予備費充用は 1,418,000円となっている。 

 

第５表 款別歳出決算状況 

年度別

1議 会費 2,379,339 0.36 12.40 87.03 2,116,913 0.32 △ 8.37 84.10 262,426

2総 務費 320,672,423 48.29 1.99 96.06 314,425,376 47.03 △ 13.10 97.31 6,247,047

3民 生費 341,015,732 51.35 △ 3.11 85.93 351,950,819 52.65 △ 3.11 87.58 △ 10,935,087

4予 備費 0 0.00 ― 0.00 0 0.00 ― 0.00 0

合 計 664,067,494 100.00 △ 0.66 89.50 668,493,108 100.00 △ 8.10 90.64 △ 4,425,614

（単位：円・％）

増 減 額

(Ａ)－(Ｂ)
対前年度

増 減 率

予算現額
に対する
比　　率

決算額

（Ｂ）
構成比

対前年度

増 減 率

予算現額
に対する
比　　率

令和３年度 令和２年度

決算額

（Ａ）
構成比

款別

 

 

第１款 議会費 

決算額は 2,379,339円で，前年度と比較し 262,426円（12.40％）の増となっており，歳出総額に

占める構成比は 0.36％で，前年度と比較し 0.04ポイント上回っている。 

不用額は 354,661円（対予算現額比率 12.97％）である。 

 

第２款 総務費 

決算額は 320,672,423円で，前年度と比較し 6,247,047円（1.99％）の増となっており，歳出総

額に占める構成比は 48.29％で，前年度と比較し 1.26ポイント上回っている。 

総務費のうち，派遣職員等負担金は 204,082,446円で，大部分を占めている。 

不用額は 13,141,577円（対予算現額比率 3.94％）である。 
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第３款 民生費 

 決算額は 341,015,732 円で，前年度と比較し 10,935,087 円（3.11％）の減となっており，歳出

総額に占める構成比は 51.35％で，前年度と比較し 1.30ポイント下回っている。 

 決算額の内訳は，共通経費分として，すべて特別会計へ繰り出している。 

 不用額は 55,860,268円（対予算現額比率 14.07％）である。 

 

第４款 予備費 

予備費については 1,418,000円を一般管理費，財産管理費及び財政調整基金費へ充用している。 

 

３ 特別会計 

 (1) 概況 

   特別会計の決算収支状況は，第６表に示すとおりである。 

   予算現額 274,599,969,000 円に対し，決算額は歳入 273,131,710,686 円（前年度比 3.27％増），

 歳出 266,288,555,377 円（前年度比 5.41％増）で，歳入歳出差引額は 6,843,155,309 円（前年度

 比 42.24％減）となっている。 

   翌年度に繰り越すべき財源がないため，実質収支も同額で，6,843,155,309円の黒字となってい

る。 

 

第６表 特別会計決算収支状況 

（単位：円） 

区     分 令和３年度 令和２年度 増 減 額 

歳入総額 Ａ 273,131,710,686  264,475,599,001  8,656,111,685 

歳出総額 Ｂ 266,288,555,377  252,627,102,201  13,661,453,176 

差引額 （Ａ－Ｂ） Ｃ 6,843,155,309  11,848,496,800  △ 5,005,341,491 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 0  0  0 

当年度実質収支 （Ｃ－Ｄ） Ｅ 6,843,155,309  11,848,496,800  △ 5,005,341,491 

 

 (2) 歳入 

   款別の歳入決算状況は，第７表に示すとおりである。 

   予算現額 274,599,969,000円に対し，決算額は 273,131,710,686円で，予算現額を 

  1,468,258,314円（0.53％）下回り，前年度の決算額と比較し 8,656,111,685円（3.27％）の増と

なっている。 

不納欠損額は 367,294円で，前年度と比較し 407,118円（52.57％）の減となっている。 

収入未済額は 3,958,268円で，前年度と比較し 100,965円（2.49％）の減となっている。内訳は，

すべて第１０款諸収入・雑入の返納金である。 
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第７表 款別歳入決算比較状況 

（単位：円・％）

増 減 額

決算額 構成比 対前年度 決算額 構成比 対前年度

（Ａ） 増 減 率 （Ｂ） 増 減 率 （Ａ）－（Ｂ）

特 別 高 額 医 療 費

共 同 事 業 交 付 金

財 政 安 定 化 基 金

借 入 金

年度別 令和３年度 令和２年度

44,889,200,705

款別

1 市 町 村 支 出 金 44,621,324,822 16.34 16.97 2.63 △ 267,875,883△ 0.60

2 国 庫 支 出 金 83,278,994,013 30.49 △ 2.20 85,153,207,117 32.20 1.82 △ 1,874,213,104

3 県 支 出 金 20,658,003,426 7.56 3.22 20,014,356,792 7.57 △ 1.69 643,646,634

99,291,058,000 37.54 △ 1.994 支 払 基 金 交 付 金 101,057,849,000 37.00 1,766,791,000

5 107,096,793 0.04 28.63 83,257,696 0.03 33.42 23,839,097

1.78

6 財 産 収 入 113,953 0.00 △ 1.29 115,441 0.00 △ 80.95 △ 1,488

7 繰 入 金 11,344,299,732 4.15 47.35 7,698,809,819 2.91 △ 23.63 3,645,489,913

7,145,357,073 2.70 △ 24.728 繰 越 金 11,848,496,800 4.34 4,703,139,727

0.08

9 0 0.00 ― 0 0.00

△ 1.66

― 0

65.82

10 諸 収 入 215,532,147 0.08 7.64 200,236,358

8,656,111,685

△ 27.92 15,295,789

合　　計 273,131,710,686 100.00 3.27 264,475,599,001 100.00

 

  

(3) 歳出 

   款別の歳出決算状況は，第８表に示すとおりである。 

   予算現額 274,599,969,000円に対し，決算額は 266,288,555,377円で，執行率は 96.97％となっ

ている。前年度の決算額と比較し 13,661,453,176 円（5.41％）の増となっており，執行率につい

ては，前年度より 0.52ポイント上回っている。 

   決算額の中で，最も大きい割合を占めているのは，保険給付費 245,232,685,274 円(92.09％)で

  あり，その内訳は第９表に示すとおりである。 

   なお，保険給付費の決算額は，前年度と比較し 5,120,190,986円（2.13％）の増となっている。 

   不用額は 8,311,413,623 円で，前年度と比較し 997,819,176 円（10.72％）の減となっている。

不用額の生じた主なものは，保険給付費 7,780,869,726円及び保健事業費 178,246,945円となって

いる。 

   予備費については，決算額は 0円で充用はない。 
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第８表 款別歳出決算状況 

（単位：円・％）

増 減 額
決算額 構成比 対前年度 予算現額 決算額 構成比 対前年度 予算現額
（Ａ） 増 減 率 に対する （Ｂ） 増 減 率 に対する （Ａ）－（Ｂ）

比　　率 比　　率

特 別 高 額医 療費

共 同 事 業拠 出金

266,288,555,377 100.00 5.41 96.97 252,627,102,201 100.00 △ 3.50 96.45 13,661,453,176

0.00

2.90 83.94 99,302,8180.30

4.45 65.82 100.00 7,145,472,514

0.32 13.08 82.81

2.835 基 金 積 立 金 11,848,610,753

6 公 債 費 0

4 保 健 事 業 費 858,539,055

3 103,096,799 0.04 21.14 89.42 85,108,225 0.03

759,236,237

94.55 17,988,57421.65

5,120,190,986

84.06

96.492 保 険 給 付 費 245,232,685,274 92.09 2.13 96.92

△ 39,676,7010.13 △ 10.08 78.04 393,756,465

款別

1 総 務 費 354,079,764 0.16

年度別 令和３年度 令和２年度

△ 24.72 99.99

240,112,494,288 95.05 △ 2.06

7.88

4,703,138,239

- 0.00 0 0.00 - 0.00 0

7 諸 支 出 金 7,891,543,732 2.96 91.03 99.66 4,131,034,472 1.64 △ 30.73 96.92 3,760,509,260

0.00 - 0.00 0 0.00

合　　計

- 0.00 08 予 備 費 0

 

 

 

第９表 保険給付費内訳 

（単位：円・％）

増 減 額

決算額 構成比 対前年度 決算額 構成比 対前年度

（Ａ） 増 減 率 （Ｂ） 増 減 率 （Ａ）－（Ｂ）

高 額 介 護

合 算 療 養 費

245,232,685,274 100.00 2.13 240,112,494,288 100.00 △ 2.06 5,120,190,986

0.38 0.92 49,400,000葬 祭 費 957,600,000 0.39 5.44 908,200,000

合　　計

傷 病 手 当 金 804,238

5.67246,959,826 257,567,066 △ 10,607,2400.11

0.00 480.83 138,464 0.00 皆増 665,774

0.10 △ 4.12

97.71 1.97 234,979,191,550

306,910

16.98 329,270,568

97.86 △ 2.15 4,628,684,010

0.00

高 額 療 養 費

移 送 費

101,045,282

1,967,099,963 0.80 1.10 1,945,674,281 0.81 △ 2.91 21,425,682

年度別 令和３年度

239,607,875,560

19.61 515,259,525 0.21

0.75 21.86 1,506,455,152 0.63

令和２年度

訪 問 看 護療 養費 1,835,725,720

科目

療 養 給 付 費

△ 81.94

審 査 支 払手 数料 616,304,807 0.25

0.00315,160 3,720.12 8,250

△ 12.63
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４ 財産の状況 

財産の決算年度中における増減高及び決算年度末現在高は，以下のとおりである。 

 

公有財産・債権 

決算年度中に取得した公有財産及び債権はない。 

物 品 

取得価額１百万円以上の物品は，決算年度中の増減はなく，決算年度末現在は書庫類１点 

のみである。 

基 金 

基金の種類別増減及び決算年度末現在高は第１０表に示すとおりである。 

 

第１０表 基金の種類別増減及び決算年度末現在高 

（単位：円） 

            年度別 

区分 
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 

財政調整基金 535,997,882 34,223,226 570,221,108 

後期高齢者医療給付費準備基金 6,170,257,749 845,326,753 7,015,584,502 

 

○財政調整基金 

決算年度末現在高は，前年度末現在高に比し 34,223,226円増加している。これは 68,960,226

円が積み立てられ 34,737,000円の取崩しがあったものである。 

    なお，決算年度末現在高はすべて普通預金となっている。 

 

○後期高齢者医療給付費準備基金 

決算年度末現在高は，前年度末現在高に比し 845,326,753 円増加している。これは

11,848,610,753円が積み立てられ 11,003,284,000円の取崩しがあったものである。 

なお，決算年度末現在高はすべて普通預金となっている。 
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５ むすび 

 

  令和３年度一般会計及び特別会計の決算総額は，歳入 273,873,731,792円，歳出 266,952,622,871

円で，前年度と比較し歳入は 3.27％の増，歳出は 5.39％の増となっている。 

 

このうち一般会計は，歳入 742,021,106円，歳出 664,067,494円で，前年度と比較し歳入は 0.62％

の増，歳出は 0.66％の減となっている。 

歳入の主なものは，広域連合規約第１７条第１項第１号の規定に基づく関係市町村からの負担金と

なっている。歳出の主なものは，職員人件費に係る負担金等広域連合の運営及び管理に関する経費並

びに後期高齢者医療制度に係る事務の経費としての特別会計への操出金となっている。 

 

特別会計は，歳入 273,131,710,686円，歳出 266,288,555,377円で，前年度と比較し歳入は 3.27％

の増，歳出は 5.41％の増となっている。 

歳入の主なものは，現役世代からの保険料支援金である支払基金交付金，国庫支出金，県支出金及

び被保険者の保険料を含む市町村支出金となっている。歳出の主なものは，保険給付に係る経費や，

健康診査の実施に係る経費，後期高齢者医療給付費準備基金への積立てなどである。 

特別会計の不納欠損額は 367,294円で，収入未済額は 3,958,268円となっている。この内訳は，第

１０款諸収入・雑入の返納金であり，前年度と比較し不納欠損額は 52.57％の減，収入未済額は 

2.49％の減となっている。 

収入未済額については，適正な債権管理を行い，債務者の実態に応じた適切な措置を講じるなど，

収入未済額の縮減を図ることが必要であり，それでも収入未済となり，結果として不納欠損処分とす

る場合には，慎重かつ適正な取扱いが必要である。今後も財政の健全運営及び負担の公平性確保の観

点から，引き続き，未収金発生の未然防止と早期回収の適切な措置を講じ，収入未済額の縮減に努め，

不納欠損の判断に当たっては，慎重かつ厳正な対応を望むものである。 

また，国の交付金について，過大に交付を受けていたことが判明し，令和３年度に返還した事案が

あった。改めて各種交付金の事務手続等の確認を行うとともに，未然防止策を講じ，予算の効果的な

執行を求めるものである。 

 

  国ではこれまでの社会保障の構造を見直し，全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の

社会保障制度」を構築するため，後期高齢者医療における窓口負担割合を見直し，令和４年１０月か

ら２割負担が導入されることとなった。制度創設以来の大きな見直しであり，被保険者への多大な影

響が見込まれることから，より丁寧な説明及び運営が求められる。 

広域連合においては，社会情勢や国の取り組み等を踏まえ，的確な基礎数値に基づく予算編成や計

画的な資金収支に留意し，確実かつ効率的な運用に努め，被保険者が安心して医療を受けることがで

きるよう持続可能な制度運営及び財政運営に全力で取り組んでいただきたい。 

また，広域連合は，制度の運用に当たり，保険料の賦課や給付業務，各種申請の受付や保険料の徴

収等，市町村と役割分担をしながら実施していることから，今後とも構成市町村及び関係機関と緊密

な連携を図り，保険料の収納率の向上や円滑な医療給付について引き続き尽力され，公正かつ適正な

事業運営に一層努力されることを望むものである。 




